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１．住宅施策の展開方針 

基本理念である「未来の世代へつなごう いちはらの豊かな住生活」と 6 つの基本方針

を掲げました。この理念に基づき、基本方針ごとにより具体化した目標設定を行い、目標

を達成するための基本施策等を体系化したうえで計画的に推進していくことが必要です。 

本市の場合、広域で分散型の市街地構造であることから、この広域な地域特性を活かし

ながらまちづくり事業と連携して施策を展開することが求められます。 

 

２．施策展開の考え方と目標の設定 

 

 

 

 

 

市民が安全でかつ安心して暮らしていくためには、基盤となる住宅に対し

て、地震などの自然災害、増加している犯罪等の様々な不安を解消していくこ

とが必須となります。また、進行する高齢社会を踏まえ、バリアフリー化を積

極的に進め、高齢者や障がい者の安全を確保していくことも必要です。さらに、

地球環境問題に対しては、住宅に関わるすべてのものに環境に配慮した考え方

を取り入れると同時に、長期にわたり適正に維持管理し、有効に活用していく

ことが求められています。 

 

このような観点から以下の 3 つの目標を掲げます。 

῏ ’ ῐר ‴΅—ῼ⁯”  

῏ ” ῐש ’  

῏ ‚ ῐת  ‍ ‴΅—ῼ⁯ 

 

市民が快適に住み続けていくためには、住宅だけでなく住宅を支える環境を

含めて地域独自の魅力ある住宅市街地を形成していくことが必要です。 

また、災害に対しても地域で対応していける準備を進めることが必要です。 

このような観点から以下の 2 つの目標を掲げます。 

῏ ‚ ῐר ΅ ”  

῏ ῐ Ῥ⁴ש ”  

  ””  

Ή ‖ ’ ‴΅—ῼ⁯ῌ 

Ή ’ —ῼ⁯ῌ 
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昭和 40 年代に整備された市営住宅は、老朽化が進み設備面での劣化や居住水準

において問題を抱えているため、計画的な更新や適正な維持管理が必要です。 

また、低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯等は、民間賃貸住宅への

入居を制限される場合も多いため、福祉施策も含めて住宅セーフティーネット

機能を向上させ、安心して暮らせる環境づくりを進めていくことが必要です。 

このような観点から、次の 2 つの目標を掲げます。 

῏ ” ῐר  

῏ ║ ῐש Ό΅ ” ” 

 

 

広域にわたる本市では、価値観の多様化を背景に、すべての市民が住む場

所や個人の住まい方の希望に沿った選択をしていけるような仕組みづくりを

進めていくことが必要です。また、この仕組みづくりの中には空き家を有効

に活用していく観点も必要です。 

そのためには、関連する事業者や団体等と連携を図ることにより、市民が

住宅市場や居住に関する様々な情報をなるべくわかりやすく活用できるよう

な環境づくりを進めることが必要です。 

このような観点から以下の 2 つの目標を掲げます。 

῏ ‚⌂ῐ ≤ₐ↔₰₿ₐר  ‍ ‴΅₀ ⁴‮ ‹—ῼ⁯ 

῏ ” ῐש  

Ή ₀ Ὸ ‍ ’ ‴΅—ῼ⁯ῌ 

Ή  ‍ ₀ ῴ⁴ ‴΅—ῼ⁯ῌ 
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少子高齢化の進行とともに、比較的早い時期に整備された住宅地などでは夫

婦や 1 人世帯のみで居住している形態が増加しています。同時に、地域のコミ

ュニティ活動力が低下している傾向がうかがえます。地域の活性化のためには

自治会組織や地域運営組織などと連携し、様々なコミュニティ活動を支援して

いくことが必要です。 

また、子育て世帯や高齢者世帯が安心できる生活を確保するためには、コミュ

ニティ活動そのものや、活動を支えるための環境づくりの推進が必要です。 

このような観点から、次の 2 つの目標を掲げます。 

῏ ’ ῐר ”  

῏ ― ῐש ⁞ Ό  ― ⁮ ⁴ ‹—ῼ⁯ 

Ή ₀ ῴ⁴ —ῼ⁯ῌ 
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■ 本市は、ＪＲ内房線沿いの連続した市街地と内陸部の

大規模な住宅地という広域で分散型の市街地を形成して

おり、現在、五井駅周辺の中心市街地活性化や、日常生

活の拠点である地域核、あるいは、田園風景など人々に

やすらぎを与える豊かな自然や観光資源のある中部・南

部地域など、地域の特性を考慮したまちづくりを進めて

います。 

 本市の市街地や集落、鉄道駅の配置などを踏まえ、都市交流核・地域核・

日常生活圏等の各地域への適正な都市機能の集積と連携を推進し、本市の特

性を踏まえた集約型都市構造への転換により都市の活力向上と人や環境に

やさしいまちの創出を目指します。 

■ 集約型都市構造への転換を進めながら人口の増加を図るためには、都市部以

外の居住環境も併せて向上することが必要であり、市内に広く存在している比

較的早い時期に整備された住宅団地の高齢化への対応や、小湊鐵道の有効活用

に向けた駅周辺の活性化を目指します。 

 このようなまちづくり事業と連携する観点から次の3つを目標に掲げます 

῏ Ὸ’‏‴ ῐר ”  

῏ ” ῐש  

῏ ” ῐת  

Ή΅‏„⁮” ₀ Ὸ ‍‴‏—ῼ⁯ῌ 

コンパクトシティのイメージ図 

上総牛久 

五井駅 
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